
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク（１）を介して、一つの言語で記載された原稿の翻訳依頼を受信し、
前記原稿の記載内容を他の言語に翻訳して提供する多言語翻訳システムであって、
　前記通信ネットワーク（１）を通じて、前記原稿の記載内容を前記他言語への翻訳を依
頼する翻訳依頼者装置（４）と、
　 前記翻訳依頼を受信して前記原稿の記載内容を他言語への翻訳を仲介
する多言語翻訳ウェブサイト装置（２）と、
　通信ネットワーク（１）に接続されており、前記多言語翻訳ウェブサイトにアクセスし
て前記原稿の記載内容を前記他言語の一つに翻訳する１又は複数の翻訳者装置（３）と、
から構成され、
　前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）は、
　前記翻訳依頼に係る原稿の記載内容をＨＴＭＬデータに変換し、前記原稿毎にページレ
コードとテキストレコードを付してマスタコンテンツとしてデータベース（１７）内に格
納する手段と、
　

前記データベース（１７）内
に格納された前記原稿の記載内容の中から非言語データを除いたテキスト部分を抽出する
抽出手段と、
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表示手段を備え、

前記多言語翻訳ウェブサイト装置の表示手段における画面表示の文字について前記他言
語の言語毎に判読可能な最小フォントの比率を予め定め当該比率により前記テキストデー
タの最大文字数を言語毎に設定する記号番号と関連付けて、



　当該原稿の記載内容における複数のテキスト部分を当該原稿の前記ページレコードと前
記テキストレコードを付して前記通信ネットワーク（１）を介して前記翻訳者装置に対し
て翻訳依頼を送信する手段と、
　前記１又は複数の翻訳者装置から前記原稿の記載内容におけるテキスト部分毎の翻訳結
果を前記通信ネットワーク（１）を介して受信し、各テキスト部分の翻訳結果に付された
前記ページレコードと前記テキストレコードに基づいて、前記原稿の記載内容の翻訳を前
記他言語の言語毎にアセンブリして前記データベース（１７）内に多言語コンテンツとし
て格納する手段と、
　前記データベース内に格納された前記原稿の記載内容の前記他言語への翻訳結果を前記
翻訳依頼者装置に提供する手段と、
の各手段を備えたことを特徴とする多言語翻訳システム。
【請求項２】
　前記ページレコードには、少なくとも、
　ページＩＤ：前記テキストのページ毎にユニークな記号番号と、
　言語ＩＤ：言語毎に定めた記号番号と、
　翻訳依頼年月日：翻訳依頼の日付と、
　翻訳依頼者ＩＤ：翻訳依頼者毎に定められた記号番号と、
　受注ＩＤ：翻訳依頼を受注時に定めた記号番号と、及び、
　ＨＴＭＬデータ：前記原稿のＨＴＭＬ形式のページソーステキストと、
が含まれることを特徴とする請求項１に記載の多言語翻訳システム。
【請求項３】
　前記テキストレコードには、少なくとも、
　テキストＩＤ：前記テキスト毎にユニークな記号番号、
　言語ＩＤ：言語毎に定めた記号番号、
　最大文字数：表示可能な最大文字数、
　文字数：実際の文字数、
　文字列：文字列本体、及び、
　翻訳者ＩＤ：翻訳者毎に定めた記号番号、
が含まれることを特徴とする請求項２に記載の多言語翻訳システム。
【請求項４】
　前記抽出手段は、前記原稿の記載内容における前記非言語データと前記テキスト部分の
抽出を、所定のテンプレートを使用して言語を含むイメージデータと、言語を含まないイ
メージデータと、テキストデータと、に分類して行うことを特徴とする請求項３に記載の
多言語翻訳システム。
【請求項５】
　前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）は、前記データベース（１７）内に前記多言語
コンテンツとして格納された前記原稿の記載内容の未翻訳部分を抽出して機械翻訳するこ
とを特徴とする請求項４に記載の多言語翻訳システム。
【請求項６】
　前記翻訳依頼者装置（４）への前記原稿の記載内容の他言語への翻訳結果の提供は、
　前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）からの前記翻訳依頼者装置（４）への前記通信
ネットワーク（１）を介した電子メールの送信、又は前記翻訳依頼者装置（４）からの多
言語翻訳ウェブサイト装置（２）のホームページへのアクセスにより行われることを特徴
とする請求項３に記載の多言語翻訳システム。
【請求項７】
　前記翻訳依頼者装置（４）からの多言語翻訳ウェブサイト装置（２）のホームページへ
のアクセスは、予め設定された前記翻訳依頼者ＩＤとパスワードの検証により許可される
ことを特徴とする請求項３に記載の多言語翻訳システム。
【請求項８】
　前記通信ネットワーク（１）には、さらに、前記多言語翻訳ウェブサイトと、前記翻訳
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依頼者装置又は前記翻訳者装置間で前記翻訳の料金を決済するためのネットバンク装置（
５）が接続されることを特徴とする請求項１乃至 の何れかの項に記載の多言語翻訳シス
テム。
【請求項９】
　前記通信ネットワーク（１）は、ＴＣＰ／ＩＰ環境下の公衆有線通信網又は公衆無線通
信網若しくは非公衆有線通信網又は非公衆無線通信網であることを特徴とする請求項１乃
至 の何れかの項に記載の多言語翻訳システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種の多言語の翻訳サービスとしては、ＴＣＰ／ＩＰ (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol)の環境下の通信ネットワーク（例えば、インターネット）
を利用した例が知られている。
【０００３】
　図１８は、従来の多言語翻訳を実施するウェブ（ＷＥＢ： World Wide WEB）サイトのア
ーキテクチャを説明するためのブロック図であり、図１９は図１８のウェブサイトによる
多言語翻訳の作成処理手順を示すフローチャートである。また、図２０は図１８のウェブ
サイトによる多言語翻訳メンテナンスの処理手順を示すフローチャートである。
【０００４】
　この例では、図１８に示すように、ＴＣＰ／ＩＰ回線網に接続した、多言語における日
本語、英語、ドイツ語、フランス語…ごとのウェブサイトが構築されている。それぞれの
ウェブサイトでは、各言語（日本語からフランス語…）の処理をウェブサーバが実行して
いる。なお、ウェブサイトは、ハードウェアにソフトウェアを実装した処理システム、す
なわち、個々のファームウェアである。
【０００５】
　このアーキテクチャは、ＩＳＤＮなどのデジタル回線網に、ウェブサイトとなるＵＮＩ
Ｘワークステーションなどを接続し、また、翻訳者が使用する小型汎用コンピュータが接
続され、さらに、翻訳依頼者が使用する小型汎用コンピュータやＵＮＩＸワークステーシ
ョンなどを接続した構成である。この通信ネットワーク構成では、いわゆる、インターネ
ット通信による双方向通信をウェブブラウザ（アプリケーション )で実行している。
【０００６】
　このような多言語翻訳サービスでは、図１９の多言語翻訳の作成処理において、マスタ
サイトをＴＣＰ／ＩＲ回線網からダウンロードしてコピーし（ステップＳ１ )、言語部分
のＨＴＭＬ (Hyper Text Markup Language)のデータを抜き出して言語データに変換する（
ステップＳ２ )。次に、言語データを目的の言語に翻訳する（ステップＳ３ )。この後で、
翻訳した言語をＨＴＭＬデータに変換する（ステップＳ４ )。さらに、コピーサイトに言
語ＨＴＭＬデータを移植し、調整する（ステップＳ５ )。これまでの処理を必要な言語だ
け繰り返している。
【０００７】
　また、図２０のメンテナンスの処理において、ウェブ管理者にマスタサイトの変更を通
知して（ステップＳ１１ )、翻訳が必要な言語部分を選択する（ステップＳ１２ )。言語部
分のＨＴＭＬデータを抜き出して言語データに変換する（ステップＳ１３ )。次に、言語
データを翻訳し（ステップＳ１４ )、この翻訳言語データをＨＴＭＬデータに変換する（
ステップＳ１５ )。次に、ウェブサイトに言語ＨＴＭＬデータを移植し、調整する（ステ
ップＳ１６ )。言語部分のＨＴＭＬデータを抜き出して言語データに変換する処理から必
要な言語だけ繰り返す。このようにして、インターネットを利用した多言語翻訳サービス
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７

７

通信ネットワークを介して、一つの言語で記載された原稿の翻訳依頼を受信
し、前記原稿の記載内容を他の言語に翻訳して提供する多言語翻訳システム



が提供される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　このような上記従来例では、インターネットによる多言語における言語ごとのウェブサ
イトを構築して、各言語の処理をウェブサーバが実行している。したがって、処理規模及
び装置規模が増大化するという欠点がある。
【０００９】
　本発明は、このような従来の技術における課題を解決するものであり、通信ネットワー
クにおける単一のウェブサイトで多言語における翻訳を実施できるようになり、その処理
規模及び装置規模の増大化を抑えることが

を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を達成するために、本願は、通信ネットワーク（１）を介して、一つの言語で
記載された原稿の翻訳依頼を受信し、前記原稿の記載内容を他の言語に翻訳して提供する
多言語翻訳システムであって、前記通信ネットワーク（１）を通じて、前記原稿の記載内
容を前記他言語への翻訳を依頼する翻訳依頼者装置（４）と、 前記翻訳
依頼を受信して前記原稿の記載内容を他言語への翻訳を仲介する多言語翻訳ウェブサイト
装置（２）と、通信ネットワーク（１）に接続されており、前記多言語翻訳ウェブサイト
にアクセスして前記原稿の記載内容を前記他言語の一つに翻訳する１又は複数の翻訳者装
置（３）と、から構成され、前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）は、前記翻訳依頼に
係る原稿の記載内容をＨＴＭＬデータに変換し、前記原稿毎にページレコードとテキスト
レコードを付してマスタコンテンツとしてデータベース（１７）内に格納する手段と、

前記データベース（１７）内に格
納された前記原稿の記載内容の中から非言語データを除いたテキスト部分を抽出する抽出
手段と、当該原稿の記載内容における複数のテキスト部分を当該原稿の前記ページレコー
ドと前記テキストレコードを付して前記通信ネットワーク（１）を介して前記翻訳者装置
に対して翻訳依頼を送信する手段と、前記１又は複数の翻訳者装置から前記原稿の記載内
容におけるテキスト部分毎の翻訳結果を前記通信ネットワーク（１）を介して受信し、各
テキスト部分の翻訳結果に付された前記ページレコードと前記テキストレコードに基づい
て、前記原稿の記載内容の翻訳を前記他言語の言語毎にアセンブリして前記データベース
（１７）内に多言語コンテンツとして格納する手段と、前記データベース内に格納された
前記原稿の記載内容の前記他言語への翻訳結果を前記翻訳依頼者装置に提供する手段と、
の各手段を備えたことを特徴とする多言語翻訳システムを提供するものである。
【００１１】
　

。
【００１２】
　また、

。
【００１３】
　さらに、
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可能な通信ネットワークを介した多言語翻訳シ
ステムを提供すること

表示手段を備え、

前
記多言語翻訳ウェブサイト装置の表示手段における画面表示の文字について前記他言語の
言語毎に判読可能な最小フォントの比率を予め定め当該比率により前記テキストデータの
最大文字数を言語毎に設定する記号番号と関連付けて、

そして、前記ページレコードには、少なくとも、ページＩＤ：前記テキストのページ毎
にユニークな記号番号と、言語ＩＤ：言語毎に定めた記号番号と、翻訳依頼年月日：翻訳
依頼の日付と、翻訳依頼者ＩＤ：翻訳依頼者毎に定められた記号番号と、受注ＩＤ：翻訳
依頼を受注時に定めた記号番号と、ＨＴＭＬデータ：前記原稿のＨＴＭＬ形式のページソ
ーステキストと、が含まれるのである

前記テキストレコードには、少なくとも、テキストＩＤ：前記テキスト毎にユニ
ークな記号番号、言語ＩＤ：言語毎に定めた記号番号、最大文字数：表示可能な最大文字
数、文字数：実際の文字数、文字列：文字列本体、及び、翻訳者ＩＤ：翻訳者毎に定めた
記号番号、が含まれるのである

前記抽出手段は、前記原稿の記載内容における前記非言語データと前記テキス
ト部分の抽出を、所定のテンプレートを使用して言語を含むイメージデータと、言語を含



。
【００１４】
　そして、前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）は、前記 （１７）内に前
記多言語コンテンツとして格納された前記原稿の記載内容の未翻訳部分を抽出して機械翻
訳するのである。
【００１５】
　

。
【００１６】
　

。
【００１７】
　

。
【００１８】
　また、

。
【００１９】
　

。
【００２０】
　

。
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の の実施形態を 図面を参照し 詳細に説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態における構成を示すブロック図である。
【００３３】
　図１において、この例はＴＣＰ／ＩＰ環境下におけるインターネットの構成例を示して
いる。
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まないイメージデータと、テキストデータと、に分類して行う

データベース

また、前記抽出手段は、前記多言語翻訳ウェブサイト装置における画面表示の文字が、
前記他言語の言語毎に判読可能な最小フォントの比率を予め定めるとともに、この比率に
よって前記テキストデータの最大文字数を言語毎に設定する記号番号と関連付けるように
している

そして、前記翻訳依頼者装置（４）への前記原稿の記載内容の他言語への翻訳結果の提
供は、前記多言語翻訳ウェブサイト装置（２）からの前記翻訳依頼者装置（４）への前記
通信ネットワーク（１）を介した電子メールの送信、又は前記翻訳依頼者装置（４）から
の多言語翻訳ウェブサイト装置（２）のホームページへのアクセスにより行われるのであ
る

ここで、前記翻訳依頼者装置（４）からの多言語翻訳ウェブサイト装置（２）のホーム
ページへのアクセスは、予め設定された前記翻訳依頼者ＩＤとパスワードの検証により許
可されることとなる

前記通信ネットワーク（１）には、さらに、前記多言語翻訳ウェブサイトと、前
記翻訳依頼者装置又は前記翻訳者装置間で前記翻訳の料金を決済するためのネットバンク
装置（５）が接続される

ここで、前記通信ネットワーク（１）は、ＴＣＰ／ＩＰ環境下の公衆有線通信網又は公
衆無線通信網若しくは非公衆有線通信網又は非公衆無線通信網である

これにより、本発明の多言語翻訳システムは、通信ネットワークにおける一つの装置及
び一つの翻訳処理体系からなる一つのウェブサイト（単一ウェブサイト／ファームウェア
）で、その処理規模及び装置規模の増大化を招くことなく、多言語における翻訳サービス
の提供を迅速且つ低コストで実施可能にしたのである

多言語翻訳システム 、 つつ



【００３４】
　この例は、ＩＳＤＮ (Integrated Services Digital Network)等のデジタル信号通信網
１に、インターネットによる多言語翻訳サービスを提供するための多言語翻訳ウェブサイ
ト装置（プラットフォーム／ウェブサイト）２、及び多言語における翻訳を実行するため
の複数の翻訳者装置３が接続されている。さらに、デジタル有線通信網１に、インターネ
ットによる翻訳を多言語翻訳ウェブサイト装置２側に依頼するための複数の翻訳依頼者装
置４、及び翻訳料金のネット決済（電子商取引）を行うネットバンク装置５が接続されて
いる。
【００３５】
　ネット決済の翻訳料金は、翻訳依頼者装置４側が多言語翻訳ウェブサイト装置２側に依
頼した翻訳料金、及び、多言語翻訳ウェブサイト装置２側が翻訳者装置３に依頼した翻訳
料金である。
【００３６】
　デジタル有線通信網１は、その構成及び伝送方式がＩＳＤＮとして良く知られており、
デジタル交換機（ＰＢＸ）を回線網に設置した網構成である。
【００３７】
　図１中の多言語翻訳ウェブサイト装置２は、この例ではＵＮＩＸワークステーションを
用いており、また、翻訳者装置３は、ここでは、個人翻訳者が使用する小型汎用コンピュ
ータを用いている。なお、翻訳会社などでは、例えば、ＵＮＩＸワークステーションシス
テムが用いられる。
【００３８】
　また、図１中のネットバンク装置５は、この例では、ＵＮＩＸワークステーションシス
テムを用いており、さらに、翻訳依頼者装置４は、ここでは個人使用の小型汎用コンピュ
ータを用いている。なお、翻訳依頼者が会社などの場合、例えば、ＵＮＩＸワークステー
ションシステムが用いられる。
【００３９】
　翻訳者装置３及び翻訳依頼者装置４の小型汎用コンピュータのハードウェアは、周知の
構成である。すなわち、回線接続装置（デジタル終端装置ＤＳＵ、ターミナルアダプタＴ
Ａ等）に接続されるインターフェース（Ｉ／Ｆ）回路とともに、ＣＰＵ，ＲＯＭ、ワーキ
ングＲＡＭなどからなるマイクロプロセッサ（ＭＰＵ）が設けられている。また、この小
型汎用コンピュータには、情報記憶媒体（フロッピーディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、
着脱メモリＭＳ）を通じて以降で詳細に説明する「本発明の多言語翻訳を実施」するため
の通信プロトコルやプログラムを実装（インストール）したり、処理データの読み出し・
書き込みを行う読取・書込装置が設けられている。
【００４０】
　さらに、この小型汎用コンピュータには、カラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのモ
ニタ装置、及びキーボード、座標入力装置（マウス、入力パット等）からなる入力操作装
置が設けられ、さらに、各部のデータ入出力処理を行う入出力（Ｉ／Ｏ）回路が設けられ
ている。また、この小型汎用コンピュータには、処理データを記憶するメモリ、及び特に
「本発明の多言語翻訳を実施」するためのファイル処理を実行するハードディスク装置を
用いた多言語処理用データベースが設けられ、また、プリンタなどとのドライブ接続を行
うＩ／Ｆ回路が設けられている。
【００４１】
　図１中の多言語翻訳ウェブサイト装置２及びネットバンク装置５のＵＮＩＸワークステ
ーションシステムのハードウェアは周知の構成である。
【００４２】
　このＵＮＩＸワークステーションシステムには、例えば、ＤＳＵ、ルータなどを備えた
回線接続装置と、基幹的な通信処理を実行するための主コンピュータであるウェブサーバ
とともに、データベースが設けられている。また、このＵＮＩＸワークステーションシス
テムには、図形、文字などの配信データをアプリケーションに対応して（例えば、ｉモー
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ド携帯電話機）編集し直すための編集サーバなども設けられるのが一般的である。
【００４３】
　また、このようなＵＮＩＸワークステーションシステムには、ウェブサーバにファイア
ウォールアプリケーションを実装したり、電子メール／画像（ＦＡＸ）サーバや、小型汎
用コンピュータを接続するためのインターフェース回路が設けられている。さらに、この
ようなＵＮＩＸワークステーションシステムには、この装置でのシーケンスを実行するＬ
ＡＮサーバとともに、ＦＴＰ (File Transfer Protocol)ファイル転送用のＦＴＰサーバ、
インターネット上の接続などを処理するインターワーキングファンクション（ＩＷＦ）サ
ーバ、及び侵入防止のためのファイアウォールアプリケーション実行専用のウェブサーバ
等が設けられる構成が周知である。
【００４４】
　これらの構成に加えて、ＵＮＩＸワークステーションシステムには、以降の図２をもっ
て説明するように、情報記憶媒体を通じて「本発明の多言語翻訳を実施」するための通信
プロトコルやプログラムを実装したり、処理データの読み出し・書き込みを行うための読
取・書込装置が設けられ、また、「本発明の多言語翻訳を実施」するための各種のファイ
ル処理（リレーショナル方式や網方式によるデータ格納・検索／多言語処理用データベー
スエンジン）を実行する多言語処理用データベースを備えている。
【００４５】
　また、この構成に加えて、ネットバンク装置５には、分散名前管理システム（ＤＮＳ :D
omain Name System)用のＤＮＳサーバとともに、各種の機密保持のために暗号化伝送に使
用される暗号化通信プロトコル（ＳＳＬ :SecureSockets Layer)を実行するＳＳＬサーバ
が設けられるのが一般的である。
【００４６】
　なお、このようなＴＣＰ／ＩＰ環境下のウェブサーバは、コンピュータ装置を用い、か
つ、通信プロトコルやプログラムの実装によって、多機能装置として実現されるものであ
る。また、ウェブサーバは、小型汎用コンピュータと同様の構成であるが、前記した「本
発明の多言語翻訳の実施」に対応して、そのアーキテクチャを変更すれば良い。
【００４７】
　この場合、通信プロトコルの処理ではトラフィック量を勘案し、また、データ処理では
、その処理データ量を考慮した構成とすれば良い。例えば、二重化ＣＰＵ構成、複数の多
言語処理用データベースの配置、大容量のメモリの使用などを考慮した構成とする。
【００４８】
　図２は、本発明を実施するためのウェブサーバの要部構成例を示すブロック図である。
【００４９】
　この例は、ＵＮＩＸワークステーションのバスに接続されて、図示しない他の装置とイ
ンターフェース処理を行うＩ／Ｆ回路１０が設けられている。また、この例には、Ｉ／Ｆ
回路１０及びバスに接続されるマイクロプロセッサ（ＭＰＵ）１１が設けられている。マ
イクロプロセッサ１１は、ワーキング用ＲＡＭ、ブート・制御プログラムを格納したＲＡ
Ｍ、入出力（Ｉ／Ｏ）回路、ＣＰＵ等からなる。マイクロプロセッサ１１には、小型汎用
コンピュータと接続するためのＩ／Ｆ回路１２とともに読取・書込装置１３が設けられて
いる。
【００５０】
　読取・書込装置１３は、情報記憶媒体（フロッピーディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、
着脱メモリＭＳ）を通じて「本発明の多言語翻訳を実施」するための通信プロトコルやプ
ログラムを実装（インストール）したり、処理データの読み出し・書き込みを行うもので
ある。
【００５１】
　また、マイクロプロセッサ１１には、多言語における言語ごとの表示サイズを変換・生
成するためのビデオ（Ｖ）－ＲＡＭ１４及び文字フォント変換回路１５が設けられている
。この文字フォント変換回路１５は、言語文字ごとに最小フォントの比率に変換する変換
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テーブルを備えたＲＡＭなどで構成される。この言語ごとの表示サイズを変換・生成につ
いては以降（図１２を参照）で説明する。
【００５２】
　このＶ－ＲＡＭ１４の出力は、マルチドロップ方式のバスに接続されたモニタ装置１６
に転送される。また、マイクロプロセッサ１１は、バスに接続された多言語処理用データ
ベース装置１７との間で「本発明の多言語翻訳を実施」するためのデータ処理を実行する
。
【００５３】
　なお、多言語処理用データベース装置１７は、以降の図１１をもって説明するように、
分散して遠隔地などに配置することも可能である。
【００５４】
　次に、この実施形態の処理及びその動作について説明する。
【００５５】
　まず、図１の各装置の通信動作に関するアプリケーション（通信プロトコル、プログラ
ム）について説明する。
【００５６】
　図１に示す各装置は、インターネット通信として周知のＴＣＰ／ＩＰによる通信接続処
理、ＨＴＭＬ (Hyper Text Markup Language)又はＸＭＬ（ eXtensible Makeup Language）
等の言語による言語処理機能（文章、音声、データ圧縮によるＪＰＥＧ静止画又はＭＰＥ
Ｇ動画処理）及びハイパーリンク機能による転送、ＨＴＴＰ (HypertextTransport Protoc
ol)による双方向通信、ＦＴＰによるファイル転送、及びＣＧＩ (Common Gateway Interfa
ce)による外部アプリケーションをそれぞれに実行する。このための電子メール通信やイ
ンターネットサーフィンを行うウェブブラウザ（アプリケーション）を各装置が搭載して
いる。
【００５７】
　図１において、各装置は、ＴＣＰ／ＩＰリンクによって、周知のＩＰパケットによるフ
ァイル転送を双方向通信で行っている。このようなインターネット上での転送処理は、Ｈ
ＴＴＰにおけるオブジェクト指示（マウスなどの座標入力装置によるラジオボタン、アン
カー、プッシュボタン等へのオブジェクト指示（俗称、クリック）によって実行する。こ
の場合、ファイルフォーマットにＴＣＰコネクションの開放の終了記述文字（ＦＩＮ）や
肯定応答文字（ＡＣＫ）などを格納し、その識別によってファイル転送を実行するが、こ
の表記は以下の説明において省略する。
【００５８】
　次に、図１に示すデジタル有線通信回線網１の伝送形態について説明する。
【００５９】
　図１に示すデジタル有線通信回線網１では、例えば、伝送速度６４，３８４ｋｂｉｔ／
秒，１．５Ｍｂｉｔ／秒によるＩＰパケットを伝送している。伝送速度６４ｋｂｉｔでは
、２Ｂ＋Ｄ（情報チャネル３２ｋｂｐｓ×２、制御チャネル１６ｋｂｐｓ）伝送を、例え
ば、ＩＴＵ－Ｔ勧告によるパケット交換手順Ｘ．３１（Ｉ．４３０／Ｉ．４３１，Ｑ．９
２１／Ｑ．９３１，Ｘ．２５プロトコル）で実行する。なお、他の高速伝送方式（例えば
、非対象型デジタル伝送）を適用しても良く、また、高速通信方式（例えば、ギガビット
高速データ通信方式）を適用しても良い。
【００６０】
　また、図１に示す翻訳者装置３及び翻訳依頼者装置４の小型汎用コンピュータは、良く
知られた動作を実行しているので、その説明は省略する。
【００６１】
　さらに、図１中の多言語翻訳ウェブサイト装置２及びネットバンク装置５のＵＮＩＸワ
ークステーションシステムは、ウェブサーバやＬＡＮサーバがなどを通じて、「本発明の
多言語翻訳を実施」をするためのシーケンスを実行する。例えば、イーサネットＬＡＮな
どと同様のＣＳＭＡ／ＣＤランダムアクセス方式、ＲＰＣ (Remote Procedure Call) 遠隔
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呼び出しの各シーケンスを実行して、その電子メール通信やインターネットサーフィンを
実行する。
【００６２】
　この小型汎用コンピュータ、ＵＮＩＸワークステーションでは、ＣＰＵ（ウェブサーバ
のＣＰＵも含む）が実行する通信プロトコルやプログラムによって、「本発明の多言語翻
訳の実施」を実行する。この通信プロトコルやプログラムは、前記した汎用の通信プロト
コルやプログラムとともに、「本発明の多言語翻訳を実施」するための専用の通信プロト
コルやプログラムを各装置に組み合わせて実装する。
【００６３】
　これらの「本発明の多言語翻訳の実施」は、そのプログラムが情報記録媒体（例えば、
ＦＤ，ＣＤ－ＲＯＭや着脱メモリ）に格納して提供される。換言すれば、流通性のある汎
用パッケージとして提供される。
【００６４】
　次に、各装置の動作に基づいた「本発明の多言語翻訳の実施」について説明する。
【００６５】
　まず、本発明の多言語翻訳システムの概略について説明する。
【００６６】
　図３は、本多言語翻訳システムのシーケンス図である。
【００６７】
　図３を参照すると、多言語翻訳ウェブサイト装置２が、デジタル有線通信網１を通じて
翻訳依頼者装置４からの翻訳依頼を電子メールや多言語翻訳ウェブサイト装置２が公開す
るウェブサイト（ホームページ／ＨＴＴＰ）を通じて取り込む。この受け取りの言語は、
多種の言語の一つである（例えば、日本語）。
【００６８】
　このため、多言語翻訳ウェブサイト装置２に装備する汎用のウェブブラウザでは、判読
できない場合がある。このため、多言語を解読するアプリケーションのウェブブラウザを
実装する。例えば、予め転送されてくる可能性のある言語とのトラッキングによって判別
するためのアプリケーションを実装する。このトラッキングは、転送されてきた一部の文
字列を予め格納している多言語の文字列と比較するものである。また、「ｃｏｏｋｉｅ」
のように、過去のホームページへの訪問者であることを識別して、その言語を判定する。
なお、搭載ウェブブラウザが返送するナビゲーション言語、ナビゲーションブラウザ言語
を識別するようにしても良い。
【００６９】
　次に、多言語翻訳ウェブサイト装置２から、翻訳依頼で指示された言語間の翻訳が可能
な翻訳者装置３側へ、翻訳の納期や特記事項を添えて、依頼翻訳原稿を転送する。これは
、多言語における翻訳を行う翻訳者をインターネットで組織化した「多言語対応翻訳ネッ
トワーク」を通じて行う。
【００７０】
　次に、翻訳者装置３側は、指示された言語間の翻訳を実施する。この場合、翻訳者装置
３の小型汎用コンピュータに翻訳ソフトウェアを実装して、その機械自動翻訳を行ったり
、又は、いわゆる、ワードプロセッサソフトウェアによる手動入力操作翻訳を行い、その
電子データによる翻訳文を作成して請求書などとともに多言語翻訳ウェブサイト装置２に
転送する。
【００７１】
　なお、機械自動翻訳は、翻訳者装置３で実施する場合、多言語翻訳ウェブサイト装置２
の翻訳アプリケーションをＣＧＩで実行したり、翻訳者装置３に翻訳アプリケーションを
実装して、スタンドアローンで実行する。また、多言語翻訳ウェブサイト装置２側で機械
自動翻訳を実施した後に、翻訳者装置３に転送し、再度点検を含む翻訳を行うようにして
も良い。
【００７２】
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　多言語翻訳ウェブサイト装置２は、転送されてきた翻訳文電子データを多言語処理用デ
ータベース（図２中の多言語処理用データベース装置１７）に格納する。その後、この翻
訳者（翻訳者装置３）にネットバンク装置５と多言語翻訳ウェブサイト装置２との間で、
デビットカードなどを用いた電子取引決済（振込処理）を実行して、翻訳料金を支払う。
【００７３】
　この後に、多言語翻訳ウェブサイト装置２が、翻訳依頼者装置４側に電子メールやウェ
ブサイト（ホームページ）とのＨＴＴＰリンクを通じて、完了した翻訳文を請求書ととも
に通知する。この通知の後に、翻訳依頼者装置４側から、多言語翻訳ウェブサイト装置２
へ通知時に指定された識別符号ＩＤ、パスワードを入力して、その翻訳完了の電子データ
を受け取って多言語処理用データベースに格納する。
【００７４】
　さらに、この後で多言語翻訳ウェブサイト装置２が、翻訳依頼者装置４側及びネットバ
ンク装置５を通じて、デビットカードなどを用いた電子取引決済（振込処理）を実行して
、翻訳依頼者装置４側からの翻訳料金を受領する。
【００７５】
　なお、これらの処理では、以後に説明する識別符号ＩＤを付与して、言語種類、文章の
文字表示数、翻訳者、納期などを管理し、その処理を行う。また、多言語翻訳ウェブサイ
ト装置２側と翻訳依頼者装置４側の決済、多言語翻訳ウェブサイト装置２と翻訳者装置３
側との決済は、特にネットバンク装置５を使用しない各種の支払い方法（銀行振込、小切
手支払いなど）を適用しても良い。
【００７６】
　このようにして、一つの装置及び一つの翻訳処理体系からなる一つのウェブサイト（単
一ウェブサイト）で多言語における翻訳が実施できるようになり、その処理規模及び装置
規模の増大化を抑えることが出来る。
【００７７】
　図４は多言語翻訳ウェブサイト装置２での翻訳処理（ワーキング）を説明するための図
であり、図５は図４の翻訳処理を実行する機能構成を説明するためのブロック図である。
翻訳処理の工程は、概ね以下の手順で行われる。
【００７８】
　１）多言語における言語翻訳に基づいてマスタウェブサイト（以降の図１２による詳細
説明参照）を変更する。
【００７９】
　２）マスタウェブサイトのマスタコンテンツから非言語データ（図、写真のイメージデ
ータ）を除外して翻訳のための言語データを自動選択する。
【００８０】
　３）言語データを翻訳する。この翻訳は、多言語における翻訳を行う翻訳者をインター
ネットで組織化した「多言語対応翻訳ネットワーク」を通じて行う。なお、この翻訳は前
記した機械自動翻訳でも良いし手動入力操作翻訳でもよい。
【００８１】
　４）「多言語対応翻訳ネットワーク」で翻訳されて転送されてきた言語データを多言語
処理用データベースに再度投入する。
【００８２】
　５）自動的にウェブサイトを変更する。
【００８３】
　図６は、図５の機能構成による多言語翻訳の作成処理手順を示すフローチャートであり
、図７は機能構成による多言語翻訳のメンテナンス処理手順を示すフローチャートである
。
【００８４】
　図６において、テンプレートを使用してマスタコンテンツを作成する（ステップＳ２１
)。次に、マスタコンテンツの言語データを翻訳する（ステップＳ２２ )。このステップＳ
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２１，Ｓ２２の処理は、必要な言語だけルーチンが繰り返される。次に、翻訳した言語デ
ータを制御情報とともに多言語処理用データベースに格納する（ステップＳ２３ )。さら
に、要求時に言語データをＨＴＭＬデータに変換してマスタコンテンツに書き込む（ステ
ップＳ２４ )。
【００８５】
　図７において、マスタコンテンツの変更を監視する（ステップＳ３１ )。翻訳が必要な
言語データファイルを自動選定する（ステップＳ３２ )。言語データを翻訳する（ステッ
プＳ３３ )。このステップＳ３１～Ｓ３３の処理は、必要な言語だけルーチンが繰り返さ
れる。次に、多言語処理用データベースに再投入する（ステップＳ３４）。
【００８６】
　次に、「本発明の多言語翻訳の実施」の要部を詳細に説明する。
【００８７】
　図８は翻訳処理（ワーキング）を管理するコンテンツ情報である。図８（ａ）はページ
レコードを表し、図８（ｂ）はテキストレコードを表している。
【００８８】
　図８（ａ）において、コンテンツのページレコードでは、下記の識別符号ＩＤ・年月日
をもって翻訳処理を管理する。
【００８９】
　ページＩＤ：全てのページごとにユニークな記号番号、
　言語ＩＤ：言語ごとに定めた記号番号、
　ページアドレス：このホームページのＵＲＬ、
　作成年月日：新規作成された日付、
　作成者ＩＤ：新規作成した担当者の記号番号、
　更新年月日：最後に更新した日付、
　更新者ＩＤ：最後に更新した担当者の記号番号、
　顧客ＩＤ：顧客ごとに定められた記号番号、
　受注ＩＤ：受注時に定めた記号番号、
　ＨＴＭＬ：ＨＴＭＬ形式のページソーステキスト、
　図８（ｂ）において、テキストレコードでは、下記の識別符号ＩＤ・文字情報もってワ
ーク処理を管理する。
【００９０】
　テキストＩＤ：全てのテキストごとにユニークな記号番号（どの言語でも同一ＩＤ）、
　言語ＩＤ：言語ごとに定めた記号番号、
　最大文字数：表示可能な最大文字数、
　文字数：実際の文字数、
　文字列：文字列本体、
　翻訳者ＩＤ：翻訳者ごとに定めた記号番号、
　図８に示すページレコードとテキストレコードの関連は、ページレコード内ＨＴＭＬフ
ィールドのページソースで表示されるテキスト部分を、専用エディタを用いて「本発明の
多言語翻訳を実施」するための専用（ここではＭＬＷＳＴＥＸＴと表記する）タグを自動
挿入する。この専用タグ内でテキストレコードのテキストＩＤが指定される。また、イメ
ージ（ｉｍｇ）タグ内の「ａｌｔ (alternative newsgroup hierarchy)」の場合は、直接
専用（ＭＬＷＳＴＥＸＴ）タグを埋め込むようにする。
【００９１】
　図９は、このページレコードとテキストレコードとの関連付けを説明するための図であ
り、図１０は、この変換の具体的な内容を説明するための図である。
【００９２】
　実際に翻訳依頼者（翻訳依頼者装置４）からのアクセス（多言語翻訳サービスのホーペ
ージ閲覧による依頼）によって他の言語の翻訳文を転送する場合、専用（ＭＬＷＳＴＥＸ
Ｔ）タグ及び専用（ＭＬＷＳＴＥＸＴ）ＩＤキーの変換したい言語ＩＤの同一のテキスト
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ＩＤを検索して置換する。このとき専用タグは消去されているため、翻訳依頼者では、希
望した言語ページが表示されるのみとなる。換言すれば、翻訳依頼者（翻訳依頼者装置４
）では、他の言語に変換されたことが認識されない。
【００９３】
　図１０において、（ａ）は日本語（ＪＰ）の具体的な一例を示すテキストレコードであ
り、（ｂ）は、翻訳した英語（ＵＳ）の具体的な一例のテキストレコードの例を示してい
る。
【００９４】
　次に、多言語処理用データベースについて説明する。
【００９５】
　図１１は多言語処理用データベース（図２中の多言語処理用データベース装置１７）の
処理を説明するためのブロック図である。
【００９６】
　図１１において、多言語処理用データベースでは、ここでのデータ処理をアクセスを管
理プログラムを実行して行う。このデータ処理をアクセスを管理プログラムによって、多
言語処理用データベースへのデータ参照・追加、更新・削除などの依頼・結果取得を実行
する。
【００９７】
　また、データベースアクセス管理プログラムの実行によって、データベース管理データ
をやり取りする。このデータベース管理データは、コンテンツ・言語などに対応する実際
の多言語処理用データベース位置・実際の多言語処理用データベース名である。また、デ
ータベースアクセス管理プログラムの実行によって、コンテンツ・言語データベースに対
するデータをやり取りする。このコンテンツ・言語データベースは、複数のデータベース
サーバからなる。
【００９８】
　このように多言語処理用データベースは、複数台のサーバを設けて、その分散配置が可
能である。言語ＩＤ・ページＩＤなどへの要求に対してデータベース管理データから実際
のサーバ名・サーバ位置・多言語処理用データベース名などを取得し、データベースサー
バ中の目的とする多言語処理用データベースにアクセスする。
【００９９】
　次に、マスタウェブサイトの変更ついて説明する。
【０１００】
　マスタウェブサイトの変更は、図４及び図５をもって説明した「マスタウェブサイトの
マスタコンテンツから非言語データ（図、写真）を除外して翻訳のための言語データを自
動選択する」に対応するものである。
【０１０１】
　図１２はテンプレートを使用してマスタコンテンツの作成を説明するための図である。
【０１０２】
　図１２において、このテンプレートには、イメージデータ（言語データあり）、イメー
ジデータ（言語データなし）、テキストデータの自動選択用がある。なお、これらのイメ
ージデータ（言語データあり）、イメージデータ（言語データなし）、テキストデータデ
ータは、それぞれにデータ量が異なる複数がある。このようなテンプレートによって言語
データを自動選択する。
【０１０３】
　さらに、図１２を参照して、イメージ中の言語データの翻訳、

最小フォントの比率、及び翻訳後の文字数の変化について説明する。
【０１０４】
（ａ）イメージ中の言語データも翻訳する場合
　このイメージ中の言語データは、「ａｌｔ」と同一に扱う（テキスト形式からバイナリ
形式に変換）。このイメージ中の言語データの修正処理は人的作業である。置換などの処
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理はテキストレコードデータと同様に処理する。
【０１０５】
（ｂ）言語によって実質的に表示可能（ホームページにおいて）な最小フォントの比率
　この最小フォントの比率は、テーブル（文字フォント変換回路１５）で予め定めておく
。
【０１０６】
　図１３は日本語に対する他の言語のフォントの比率を示す図である。図１３では、日本
語「１」に対する英語「０．８」、ドイツ語「０．８」…中国語「１．１」のそれぞれの
比率が示されている。これは、文字の複雑差に対応するものである。この比率によってテ
キストデータレコードの最大文字数を言語ＩＤと関連付ける。
【０１０７】
（ｃ）翻訳前の元の言語と翻訳後の文字数の変化
　図１４は日本語と他の言語の翻訳後の文字数の変化を示す図である。
【０１０８】
　図１４において、言語によって変化する割合を、例えば、翻訳経験上から割り出してい
る。この割合をテーブルに格納して、その翻訳後の言語での文字数を得る。図１４では、
日本語「１」に対する英語「１．３」、ドイツ語「１．３」…中国語「０．８」のそれぞ
れの割合が示されている。これは、言語ごとの文字表記による文章量の差に対応するもの
である。
【０１０９】
　なお、マスタコンテンツでは、予想される最大文字数に合わせて格納領域を確保（設定
）するが、次のような処理を追加して実行すると、最大文字数の処理が確実になる。
【０１１０】
　まず、翻訳前の言語の文字数に対して翻訳後の文字数を計算して最大文字数内に納まる
かを判定する。すなわち、格納領域に最大文字数が納まる場合は翻訳を実行し、また、格
納領域に最大文字数が納まらない場合は、翻訳前の言語の文字数を、その意味が変わらな
いように減らして修正する。なお、この修正は人的作業である。
【０１１１】
　次に、マスタウェブサイト、マスタウェブコンテンツ作成及び多言語コンテンツ作成に
ついて説明する。
【０１１２】
　図１５は翻訳処理におけるマスタウェブコンテンツ作成の処理状態を示すフローチャー
トである。
【０１１３】
　図１５を参照すると、マスタウェブコンテンツ作成を開始し、新規であるかを判断し（
ステップＳ４０ )、新規の場合（Ｓ４０：ＹＥＳ）、新規コンテンツの情報を作成して多
言語処理用データベースに一時的に記憶する（ステップＳ４１）。新規でない場合（Ｓ４
０：ＮＯ）、既存のコンテンツ情報を取得して多言語処理用データベースに一時的に記憶
する（ステップＳ４２ )。
【０１１４】
　新規コンテンツの情報作成後、及び既存のコンテンツ情報取得の後に専用ＨＴＭＬエデ
ィタ（編集）作業を実行する（ステップＳ４３ )。この専用ＨＴＭＬエディタ作業では、
多言語処理用データベースとコンテンツ情報をやり取りして処理する。次に、画面確認を
行い（ステップＳ４４）、そのマスタウェブコンテンツ作成の完了を判断する（ステップ
Ｓ４５ )。
【０１１５】
　完了でない場合（Ｓ４５：Ｎｏ）、ステップＳ４３の専用ＨＴＭＬエディタ以降のルー
チンを繰り返す。ステップＳ４５で完了の場合（Ｙｅｓ）、多言語処理用データベース内
のコンテンツ情報の追加・更新・削除を実行して、終了となる（ステップＳ４６ )。
【０１１６】
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　図１６は翻訳処理における多言語コンテンツ作成の処理状態を示すフローチャートであ
る。
【０１１７】
　図１６において、多言語コンテンツ作成を開始し、多言語処理用データベースからコン
テンツ情報を取得し、かつ、一時的に多言語処理用データベースに格納する（ステップＳ
５０ )。次に、未翻訳部分の情報を自動抽出する（ステップＳ５１ )。さらに、未翻訳部分
を各言語に機械自動翻訳する（ステップＳ５２ )。次に、この機械自動翻訳に対して手動
入力操作による確認・翻訳を行う。
【０１１８】
　この確認・翻訳は、前記した多言語における翻訳を行う翻訳者をインターネットで組織
化した「多言語対応翻訳ネットワーク」を通じて行う。すなわち、言語ごとに対応できる
翻訳者に振り分けて実施する。この手動入力操作による確認・翻訳の言語データを、多言
語処理用データベースに一時的に格納しているコンテンツ情報をやり取りして実行する（
ステップＳ５３ )。
【０１１９】
　次に、手動入力操作による確認・翻訳の結果のデータを、コンテンツ情報に挿入する（
ステップＳ５４ )。この翻訳結果を反映したコンテンツ画面を確認する（ステップＳ５５ )
。さらに、この翻訳完了によるコンテンツ情報の挿入完了を判断する（ステップＳ５６ )
。この判断で完了でない場合（Ｓ５６：Ｎｏ）、ステップＳ５３の手動入力操作による確
認・翻訳以降のルーチンを繰り返す。ステップＳ５６で完了の場合（Ｙｅｓ）、多言語処
理用データベース内のコンテンツ情報の追加・更新・削除を実行して、終了となる（ステ
ップＳ５７ )。
【０１２０】
　次に、他の実施形態としての移動通信ネットワークの併設について説明する。前記した
実施形態では、固定通信ネットワーク（デジタル有線通信回線網１及び固定の小型汎用コ
ンピュータ等）のみを配置しているが、移動通信ネットワークにもそのまま適用できる。
例えば、翻訳を依頼する翻訳依頼者装置４側が、移動場所（例えば、外国企業）で、各種
の説明における翻訳が必要になった場合、この移動場所から翻訳依頼を行い、かつ、この
外国企業への翻訳文の転送を指示するなどの場合である。
【０１２１】
　なお、移動通信ネットワークの適用は、翻訳依頼者装置４以外の多言語翻訳ウェブサイ
ト装置２、翻訳者装置３にもそのまま適用可能である。
【０１２２】
　図１７は、移動体通信ネットワーク要部構成のブロック図の例を示す。
【０１２３】
　この例は、図１に示すデジタル有線回線網１とともに、通信プロトコル変換などを行う
接続装置（ゲートウェイ装置やＰＨＳ接続装置）で接続されたＰＤＣ（ Personal Digital
 Cellular Telecommunication System）方式、ＰＨＳ（ PersonalHandyphone System）方
式などのデジタル移動通信回線網２０とともに、セル基地局２０ａと無線改選で接続され
る無線通信手段としての携帯端末２１を有している。携帯端末２１にはモバイルコンピュ
ータ２２が接続されている。
【０１２４】
　この携帯端末２１は、例えば、送受信無線部、変調・復調部、時分割多重処理部、コー
ディック（符号化・復号化）部、ＣＰＵ、周波数切替シンセサイザ、受信電界強度（ＲＳ
ＳＩ）検出部、外部装置接続用インターフェース部、着信表示発光ダイオード、キーパッ
ド、画面表示液晶ディスプレイ、及び着信表示振動発生器などを備えた慣用的な構成であ
る。モバイルコンピュータ２２も図１中の翻訳者装置３などの小型汎用コンピュータと同
様の構成である。
【０１２５】
　このデジタル移動通信回線網２０と携帯端末２１との間の伝送方式として、ＴＤＭＡ（
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ＰＤＣ）方式、又はＴＤＭＡ／ＴＤＤ（ＰＨＳ）方式、ＣＤＭＡ方式 (IS-95/IMT-2000)の
いずれでも良く、また、変調方式（ＰＳＫ方式など）も特に限定しない。
【０１２６】
　デジタル移動通信回線網２０と携帯端末２１は、例えば、ＡＲＩＢ－２７／２８規格（
ＰＤＣ方式／ＰＨＳ方式）による無線区間（エアーインターフェース）によってデジタル
移動通信回線網３を通じて通信を行う。この通信では、現状においてデータ転送速度が速
い広帯域伝送かつＰＩＡＦＳ（ PHS Internet Access Forum Standard）方式によるインタ
ーネットアクセスが容易なＰＨＳ方式の適用が好ましい。
【０１２７】
　この携帯端末２１及びモバイルコンピュータ２２がデジタル移動通信回線網２０を通じ
て、前記した「本発明の多言語翻訳を実施」を実行する。
　なお、この実施形態では、以下のような変形例も可能である。
【０１２８】
　デジタル有線通信回線網１は、アナログ電話ネットワークＰＳＴＮ（ Public Switched 
Telephone Network)でも良く、この場合の回線接続装置には、ＮＣＵ (NetworkControl Un
it)及び変復調装置（モデム）を用いれば良い。
【０１２９】
　また、ＴＣＰ／ＩＰの伝送方式に代えて、デジタル有線通信回線網１を使用し、かつ、
Ｚ／ＹＭＯＤＥＭなどの通信プロトコルによるコンピュータ対コンピュータ通信を組み合
わせても本発明の実施が可能である。
【０１３０】
　また、図１の各装置は、インターネット上で、その伝送信頼性の向上や蓄積データの消
失防止を考慮して現用系及び予備系からなる二重化による構成としても良い。
【０１３１】
　さらに、本発明の実施は、インターネットにおける公開性（不特定多数の利用）を活用
しているが、企業などのイーサネットＬＡＮ、ＦＤＤＩ・ＬＡＮを収容したＷＡＮ（ Wide
 Area Network）などの非公開的な閉鎖通信ネットワークにもそのまま適用できる。
【０１３２】
　また、この実施形態では、プログラム実装をＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、着脱メモリをもって
説明したが、例えば、インターネットを通じてダウンロードして実装（インストール）す
ることも可能である。
【０１３３】
　以上の応用・変更例は、等業者において容易に実施できるものであり、これらの均等の
範囲の応用・変更例は全て本発明に含まれる。
【０１３４】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明の によれば、通信ネットワ
ークにおける一つの装置及び一つの翻訳処理体系からなる一つのウェブサイト（単一ウェ
ブサイト／ファームウェア）で、その処理規模及び装置規模の増大化を招くことなく、多
言語における翻訳サービスの提供を迅速且つ低コストで実施可能にしたのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態における構成を示すブロック図である。
【図２】本発明を実施するためのウェブサーバの一例を示すブロック図である。
【図３】本発明の多言語翻訳の実施の概略を示すシーケンス図である。
【図４】図１中の言語翻訳ウェブサイト装置におけるワーク処理を説明するための図であ
る。
【図５】図４のワーク処理を実行する機能構成を説明するためのブロック図である。
【図６】本発明の機能構成による多言語翻訳作成の処理手順を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の機能構成による多言語翻訳のメンテナンス処理手順を示すフローチャー
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トである。
【図８】実施形態にあってコンテンツ情報を表す図である（（ａ）はページレコード、（
ｂ）はテキストレコード）。
【図９】実施形態にあってページレコードとテキストレコードとの関連付けを説明するた
めの図である。
【図１０】実施形態にあってテキストレコード変換の具体的な内容を説明するための図で
ある（（ａ）は日本語（ＪＰ）のテキストレコード、（ｂ）は翻訳した英語（ＵＳ）のテ
キストレコード）。
【図１１】実施形態にあって多言語処理用データベースの処理を説明するためのブロック
図である。
【図１２】実施形態にあってテンプレートを使用してマスタコンテンツの作成を説明する
ための図である。
【図１３】実施形態での日本語に対する他の言語のフォントの比率を示す図である。
【図１４】実施形態での日本語と他の言語の翻訳後の文字数の変化を示す図である。
【図１５】実施形態にあって翻訳処理におけるマスタウェブコンテンツ作成の処理状態を
示すフローチャートである。
【図１６】実施形態にあって翻訳処理における多言語コンテンツ作成の処理状態を示すフ
ローチャートである。
【図１７】移動体通信ネットワーク要部構成のブロック図を示す。
【図１８】従来の多言語翻訳を実行するウェブサイトのアーキテクチャを説明するための
ブロック図である。
【図１９】従来例にあって多言語翻訳作成の処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】従来例にあって多言語翻訳のメンテナンス処理手順を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
　１…デジタル有線通信網
　２…多言語翻訳ウェブサイト装置
　３…翻訳者装置
　４…翻訳依頼者装置
　５…ネットバンク装置
　１１…マイクロプロセッサ（ＭＰＵ）
　１３…読取・書込装置
　１４…Ｖ－ＲＡＭ
　１５…文字フォント回路
　１７…多言語処理用データベース装置
　２０…デジタル移動通信回線網
　２１…携帯端末
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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